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 ⅠⅠⅠⅠ    精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患（（（（全体全体全体全体）））） 

 

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

 

(1)(1)(1)(1)    患者患者患者患者のののの状況状況状況状況 

 平成 20 年に厚生労働省が実施した患者調査によると、全国の精神疾患患者は 323. 

3 万人と推計されており、精神病床に入院している患者は 30.7 万人となっていま

す。県内の精神疾患患者は 3.3 万人、精神病床に入院している患者は 0.24 万人と

なっています。過去 3 回分の患者調査による推移をみると、精神疾患患者数は毎回

増加傾向にあります。一方で入院患者数は全国的には減少傾向にありますが、奈良

県において増減はみられていません。 

また、県内のうつ病等の気分障害の患者数は平成 11 年には 0.4 万人でしたが、

平成 20 年には 1.1 万人と増加し、9 年間で 2.8 倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

(2)(2)(2)(2)    精神科医療体制精神科医療体制精神科医療体制精神科医療体制のののの状況状況状況状況    

本県の精神病床を有する病院数は平成 24 年 6 月末現在 10 病院であり、精神病床

数は 2,863 床です。平成 22 年に厚生労働省が実施した医療施設調査によると、人

口 10 万人対病床数は 206.7 床であり、全国平均の 270.7 床を下回っています。 

 また、本県の精神科診療所等は平成 24 年 6 月末現在 50 ヵ所であります。 
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  ○○○○県内県内県内県内のののの精神病床精神病床精神病床精神病床をををを有有有有するするするする病院一覧病院一覧病院一覧病院一覧                      １   H24.6 末現在末現在末現在末現在 

 

 医療圏医療圏医療圏医療圏 

 

 

          病院名病院名病院名病院名 

 

 

     所在地所在地所在地所在地 

 

 精神病床数精神病床数精神病床数精神病床数 

 

措置措置措置措置・・・・応急入院応急入院応急入院応急入院がががが 

 

   可能可能可能可能なななな病院病院病院病院 医療法人 北林厚生会 

 五条山病院 

      奈良市 

 

   ３８２ 

 

 

     ○ 

 

 

 

  奈良 

 

 

 

医療法人 平和会 

 吉田病院 

      奈良市 

 

   ２１３ 

 

 

     ○ 

 

 

  東和 

 

財団法人 天理よろず相談所 天理よろず相談所病院 白川分院 

      天理市 

 

    ８６ 

 

 

     － 

 独立行政法人 国立病院機構 

 やまと精神医療センター 

      大和郡山市 

 

   １４８ 

 

 

     ○ 

 

 

 

  西和 

 

 

 

財団法人 信貴山病院 

 ハートランドしぎさん 

       生駒郡三郷町 

 

   ６５３ 

 

 

     ○ 

 

 奈良県立医科大学付属病院 

 

      橿原市 

 

   １０８ 

 

 

     ○ 

 医療法人 南風会 

 万葉クリニック 

       橿原市 

 

   ２４０ 

 

 

     ○ 

 医療法人 中川会 

 飛鳥病院 

       高市郡高取町 

 

   ３８８ 

 

 

     ○ 

 医療法人 鴻池会 

 秋津鴻池病院 

       御所市 

 

   ４２３ 

 

 

     ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中和 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人 向聖台会 

 當麻病院 

       葛城市 

 

   ２２２ 

 

 

     － 
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 病床数合計病床数合計病床数合計病床数合計 

 

 ２２２２，，，，８６３８６３８６３８６３ 
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(3)(3)(3)(3)    地域精神保健福祉活動地域精神保健福祉活動地域精神保健福祉活動地域精神保健福祉活動    

  保健所、精神保健福祉センター、市町村において、精神疾患の早期発見・早期治

療の促進、精神保健福祉ニーズに応えるための相談や訪問、精神疾患に対する正し

い知識の普及などを推進しています。 

 また、関係機関のネットワーク会議による地域精神保健福祉の課題の検討等を実 

施し、連携強化と支援体制の充実を図っています。      

 １．保健所 

  保健所は、地域住民を対象として直接に精神保健福祉相談等を実施し、心の健康

づくりを推進して精神疾患の予防を図るとともに、適切な医療へのつなぎを行って

います。 

 

《《《《課題課題課題課題》》》》地域の精神保健福祉活動の第一線機関として、精神保健福祉行政の中心的

な役割を果たすため、訪問相談を充実させることが必要です。 

 

２．精神保健福祉センター 

精神保健福祉に関する総合的技術の中核機関であり、保健所、精神保健福祉関係 

機関に対する技術援助・技術指導、教育研修、普及啓発、調査研究及び組織育成等 

を通じ、地域精神保健福祉活動の中核としての役割を担っています。 

 

《《《《課題課題課題課題》》》》精神保健福祉センター運営要領に定められている特定相談や普及啓発等 

の実施と、市町村への技術援助の強化により、県内における精神疾患に 

かかる相談の質の向上を図ることが必要です。    

 

３．市町村  精神保健福祉手帳及び自立支援医療費に関する申請等の経由業務を行うととも

に、精神保健福祉に関する一般的な相談に応じ、障害者自立支援法による地域生活

支援事業の実施及び障害福祉サービス利用等の支給決定を行っています。 

   

《《《《課題課題課題課題》》》》精神保健医療の観点から、保健センターにおける「心の健康づくり事業」 

や訪問相談を充実させ、県と連携して地域住民に対するきめ細やかな支援

を行うことが求められています。 

 

(4)(4)(4)(4)    精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療システムシステムシステムシステム     精神疾患の急性発症又は症状の急変等により速やかに医療を加える必要のある

者に対して診療及び入院可能な空床の確保を行うなど、精神科救急医療体制の強化

を図り、また、自傷他害のおそれのある者について必要な行政対応を実施する体制

を整備することにより、県民の人権に配慮した適切な医療の提供及び保護を図るこ

とを目的として、精神科救急医療システムを稼働させています。 

  このシステムにおいては、県立医科大学精神医療センターを常時対応施設、県内 

の精神病床を有する病院のうち 7病院で構成する精神科病院協会及びやまと精神医

療センターを病院群輪番施設として位置づけています。 

  県立医科大学精神医療センターは、本システムにおける中核的なセンター機能を 
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有する精神科救急医療施設とし、夜間休日において２床の病床を確保し、精神保健 

指定医１名及び看護師１名を常時配置し、緊急措置入院及び重篤な身体合併症を有 

する患者に対応する三次救急医療施設としての役割を果たしています。 

 精神科病院協会及びやまと精神医療センターは、病院群輪番施設として輪番制で 

精神科救急システムに参画するものとし、当番病院は夜間休日において１床の病床 

を確保し、精神保健指定医１名及び看護師１名を待機させ、緊急の外来や、診察の 

結果入院が必要となった患者に対応する一次（初期）救急及び二次救急医療施設と 

しての役割を果たしています。 

   また、県立医科大学精神医療センター及び各精神科救急指定病院は病床を確保

し、入院患者の転院等につき相互に協力するものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このシステムにおいて、県立医科大学精神医療センターに、通報受付、受け入れ 

先の病院調整等、精神障害医療にかかる連絡・相談を担う窓口を、精神科救急医療 

情報センターとして設置し、医師との連携の下、適切なトリアージ、助言・指導等 

の医療相談業務を行っています。 

   ○○○○精神科救急情報精神科救急情報精神科救急情報精神科救急情報センターセンターセンターセンター体制体制体制体制 

 開設時間開設時間開設時間開設時間  ３６５３６５３６５３６５日日日日    24 時間時間時間時間 

 相相相相 談談談談 員員員員  精神科医師又精神科医師又精神科医師又精神科医師又はははは精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士２２２２名名名名でででで対応対応対応対応 

 業務内容業務内容業務内容業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 ①①①①トリアージトリアージトリアージトリアージ         精神障害医療にかかる連絡・相談を受け、精神科救急医療の必要 性を判断し、適切な医療に繋げるため精神科医療施設等の案内及び 情報提供を行う。 

 ②②②②連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整         精神科救急医療の必要性の判断に基づく助言・指示等のため、場 合に応じて関係機関等との連絡調整を行う。 

 ③③③③医療相談医療相談医療相談医療相談 
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    精神障害者及びその家族等からの緊急的な相談に対し、適切な対 応等について助言・指導等の医療相談を行う。 

 電話電話電話電話番号番号番号番号  ０７４４０７４４０７４４０７４４－－－－２９２９２９２９－－－－６０１０６０１０６０１０６０１０ 

   ○○○○精神科救急相談件数精神科救急相談件数精神科救急相談件数精神科救急相談件数のののの推移推移推移推移（（（（警察警察警察警察、、、、救急隊救急隊救急隊救急隊、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関、、、、本人本人本人本人、、、、家族等家族等家族等家族等）））） 

    年年年年 度度度度     19 年度年度年度年度  20 年度年度年度年度     21 年度年度年度年度  22 年度年度年度年度         23 年度年度年度年度 

 開相談件開相談件開相談件開相談件(件件件件)     ５１０     ５００     ６０１    ７６８    ６５１  

 

 

    (5)(5)(5)(5)    疾患別医療対策疾患別医療対策疾患別医療対策疾患別医療対策 

    【全国】精神疾患入院者疾患別割合            【奈良県】精神疾患入院者疾患別割合 

 

 

１．統合失調症  県内の統合失調症による入院患者は、平成 20 年の患者調査によると精神疾患入

院患者のおよそ 52％を占めています。思春期に好発するが、早期発見、早期治療に

より、入院期間の長期化を防ぐことができると言われています。 

    

《《《《課題課題課題課題》》》》長期入院を防ぎ、退院後速やかに地域で生活することができるよう、アウ 

トリーチチームによる支援、地域移行・地域定着支援を進める必要があり 

ます。 

 

２．うつ病 

国内におけるうつ病の生涯有病率は 6.7％であり、誰もが罹患しうる一般的な疾

患です。自殺者の直前のこころの状態をみると、大多数が精神疾患を罹患しており、

なかでもうつ病等の気分障害の割合が高いとされています。また、うつ病は身体疾

患の経過に悪影響を与えるともされ、以上のことから、うつ病は大きな国民的な損

失と言われています。 

 県では、うつ病の治療・対応が適正に行われることを目的として、精神科医療従 

事者を対象に「うつ病対応力向上研修」を実施するとともに、早期のうつ病は内科 

医等のかかりつけ医において発見されることも多いため、かかりつけ医等の医療従

事者等に対する研修の実施も必要です。 

55%

8%4%

23%

10%

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害気分［感情］障害（躁うつ病を含む）アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害血管性及び詳細不明の認知症・アルツハイマー病その他 52%

10%3%

28%

7%

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害気分［感情］障害（躁うつ病を含む）アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害血管性及び詳細不明の認知症・アルツハイマー病その他
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 また、内科医等のかかりつけ医と精神科医の連携（ＧＰネット）について、奈良 

市等において関係団体等と協議を進めています。 

  

《《《《課題課題課題課題》》》》うつ病に罹患していながら未受診である者も多く、保健所等において精神 

保健福祉の一環として訪問・相談を行い、早期発見・早期受診の促進を図 

る必要があります。 

 

３．アルコール依存症 

アルコール依存症の心理的特性として「否認」と「自己中心性」があり、問題飲 

酒を繰り返していながらも医療機関等を受診しないケースも多くあります。アルコ

ール依存症対策は早期発見、早期治療が重要であるため、県では、アルコール問題

に関する正しい知識を普及し、患者・家族に専門医や自助グループの存在の認知を

深めることを通して治療を始める契機の提供を図るとともに、保健所においても治

療等への相談を行っています。 

 また、県内には専門外来２ヵ所がアルコール依存症についての治療プログラムを 

有しており、今後も治療プログラムの普及を図ります。 

 

(6)(6)(6)(6)    心身喪失者等医療観察制度心身喪失者等医療観察制度心身喪失者等医療観察制度心身喪失者等医療観察制度    

 心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進す

るために作られた法律による制度であり、鑑定入院等の結果に基づき裁判所が入院

処遇、地域処遇等の方針を決定し、保護観察所の調整による関係機関の連携によっ

て対象者を支援するものです。 

 県には、指定通院医療機関が 4 施設あり、指定入院医療機関が 1 施設が稼働して

います。近畿における指定入院医療機関は 2 施設が稼働しており、他府県からの医

療観察法による対象者の受け入れを行っている状況です。 
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２２２２．．．．目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向 

 

 

 
 

３３３３．．．．医療機関医療機関医療機関医療機関とそのとそのとそのとその連携連携連携連携 

  国が平成 24 年 3 月に示した「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」を踏まえ

て、精神科医療機関と地域保健医療等の関係機関との連携を促進し、目指すべき方

向の図に基づいた体制の整備を目指します。 

     (1) [ (1) [ (1) [ (1) [ 予予予予    防防防防 ]  ]  ]  ] 精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの発症発症発症発症をををを予防予防予防予防するためのするためのするためのするための機能機能機能機能    

    精神疾患の発症を予防するため、下記の体制を整備します。 

 ⅰ) 精神科医療機関と精神保健福祉センターの連携による、住民の精神的健康の 

   増進のための普及啓発、一次予防への協力体制 

 ⅱ) 産業保健等の関係機関と精神保健福祉センターの連携による、職域健康管理 

   への働きかけと、企業における健康管理体制 

 

    (2) [ (2) [ (2) [ (2) [ アクセスアクセスアクセスアクセス ]  ]  ]  ] 症状症状症状症状がががが出出出出てててて精神科医精神科医精神科医精神科医にににに受診受診受診受診できるできるできるできる機能機能機能機能    

    精神疾患が疑われる患者が、発症してから精神科医に受診できるまでの期間を、 

できるだけ短縮するため、下記の体制を整備します。 

 ⅰ) 保健所や市町村、精神科救急医療情報センター等による、住民の相談体制 

めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの医療体制医療体制医療体制医療体制重傷度・生活障害程度・社会的緊急度

【【【【急性憎悪急性憎悪急性憎悪急性憎悪、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（急性疾患急性疾患急性疾患急性疾患））））】】】】＜地域における精神科救急医療体制＞ ＜自院の患者への各病院の救急＞○初発・初回入院（強い自殺念慮等） ○憎悪時の入院治療○他害性がある場合 ＜ＢＰＳＤ＞○非任意入院 ※Behavioral and  Psychological Symptoms 

of Dementia （認知症の行動・心理症状）

時間の流れ

職域健康管理･i産業医・健康管理室等･j 【【【【 予予予予防防防防 】】】】 発症予防・自殺予防・社会復帰支援（地域保健・学校保健）

発症 ･i早期発見・治療方針決定･j
････yyyyアアアアククククセセセセスススス････zzzz 初期評価初期・かかりつけ医治療○初期評価・治療○適切な治療への振り分け○治療抵抗性の判断○スクリーニング○初期治療 【【【【回復回復回復回復からからからから社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰】】】】○服薬中断防止○訪問看護、アウトリーチ ＜自院患者への対応＞

連携
連携

【【【【治療治療治療治療からからからから回復回復回復回復】】】】○地域移行支援○地域定着支援○生活技能支援○就労支援○職場復帰支援
【【【【専門医療専門医療専門医療専門医療、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（専門的専門的専門的専門的なななな疾患疾患疾患疾患））））】】】】身体合併症 等○身体障害者の身体合併症○身体疾患患者の精神疾患○重度患者連携障害福祉サービス事業所、相談支援事業所 等
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  ⅱ) 精神科医療機関と保健所、精神保健福祉センターとの連携による、相談業

務の支援体制 

   ⅲ) アウトリーチチームによる訪問支援体制 

   ⅳ) かかりつけ医のうつ病等に関する対応力向上研修への参加体制 

 

    (3) [(3) [(3) [(3) [治療治療治療治療からからからから回復回復回復回復] ] ] ] 適切適切適切適切なななな医療医療医療医療サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供、、、、退院退院退院退院にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを提供提供提供提供するするするする    

機能機能機能機能    

 患者に応じた精神科医療と、早期の退院に向けて病状が安定するための退院支援 

 を提供するため、下記の体制を整備します。 

   ⅰ) 患者の状況に応じた質の高い精神科医療の提供体制 

   ⅱ) 医療機関における、医師、薬剤師、保健師、看護師、作業療法士、精神

保健福祉士、臨床心理士等の他職種チームによる支援体制 

   ⅲ) 精神症状の悪化等、緊急時の対応体制と連絡体制 

 

    (4) [(4) [(4) [(4) [回復回復回復回復からからからから社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰] ] ] ] 再発再発再発再発をををを防止防止防止防止してしてしてして地域生活地域生活地域生活地域生活をををを維持維持維持維持しししし、、、、社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰にににに向向向向けたけたけたけた

支援支援支援支援、、、、外来医療外来医療外来医療外来医療やややや訪問診療等訪問診療等訪問診療等訪問診療等をををを提供提供提供提供できるできるできるできる機能機能機能機能    

患者の精神症状が安定し、就労や住居確保等の支援を受けながら、できるだけ長

く地域生活を継続できるようにするため、下記の体制を整備します。 

   ⅰ) 患者の状況に応じた適切な精神科医療（外来医療、訪問医療等）の提供

体制 

   ⅱ) アウトリーチチームによる訪問支援体制 

   ⅲ) 精神症状の悪化等、緊急時の対応体制と連絡体制 

     ⅳ) 他の医療機関や地域保健関連機関もしくは相談支援事業者等との連携に

よる患者の地域生活への支援体制 

 

    (5) [(5) [(5) [(5) [急性憎悪急性憎悪急性憎悪急性憎悪、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（急性疾患急性疾患急性疾患急性疾患））））]]]]    

 24時間 365日、精神科救急医療を提供し、かつ 24時間 365日、身体合併症を有

する救急患者に適切な救急医療を提供するため、下記の体制を整備します。 

  ⅰ) 精神科病院及び精神科診療所における、継続的に診察している患者に関わ

る外来診察や問い合わせ等への夜間・休日に対応できる体制 

  ⅱ) 身体疾患を合併した患者に対応する、医療機関における身体合併症と精神 

疾患の両方について適切に診察できる（一般救急医療機関と精神科医療機 

関とが連携できる）体制 

 

    (6) [(6) [(6) [(6) [専門医療専門医療専門医療専門医療、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（専門的専門的専門的専門的なななな疾患疾患疾患疾患））））]]]] 

    専門的な精神医療の提供や、重篤な身体疾患を合併する精神疾患患者への

必要な医療の提供をするため、下記の体制を整備します。 

     

ⅰ) アルコールやその他の薬物等の依存症、認知症や思春期等の専門的な 

精神科医療について正確な診断ができ、適切な治療が提供できる体制 

ⅱ) 非薬物療法として、認知行動療法等の医師が時間をかけて治療が行える体制 

ⅲ) 重篤な身体疾患に対応する、医療機関における身体合併症と精神疾患の両方 

  について適切に診察できる（一般救急医療機関と精神科医療機関とが連携でき
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る）体制 

 

 

３３３３．．．．具体的具体的具体的具体的なななな取組策取組策取組策取組策 

 

    (1)(1)(1)(1)精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの発症発症発症発症をををを予防予防予防予防するためのするためのするためのするための普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発      ・精神保健福祉センター等により、うつ病を始めとする精神疾患に関する正し

い知識の普及啓発を行います。 

 

    (2)(2)(2)(2)精精精精神科専門医療神科専門医療神科専門医療神科専門医療へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスをををを改善改善改善改善するためのするためのするためのするための相談充実相談充実相談充実相談充実      ・保健所、市町村による訪問相談の充実を行います。 

  ・精神保健福祉センターによる特定相談の充実を行います。 

  ・アウトリーチチームによる訪問支援を継続します。 

  ・かかりつけ医と精神科医との連携を図り、うつ病等の精神疾患を発症してか

ら精神科医に受診するまでの期間を短縮します。 

     (3)(3)(3)(3)適切適切適切適切なななな医療医療医療医療サービスサービスサービスサービス及及及及びびびび退院退院退院退院にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援のののの提供提供提供提供      ・奈良医大精神医療センター及び病院群輪番制による、24時間 365日、適切な

精神科救急医療の提供を継続します。 

  ・精神保健福祉法による通報等が増加していることから、通報や措置入院に至 

る経過等を調査し、病状悪化の防止等について必要な対策を検討します。 

 

 (4)(4)(4)(4)再発再発再発再発をををを防止防止防止防止してしてしてして地域生活地域生活地域生活地域生活をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための体制強化体制強化体制強化体制強化      ・奈良医大精神医療センター及び病院群輪番制による、24時間 365日、適切な

精神科救急医療の提供を継続します。（再掲） 

  ・アウトリーチチームによる訪問支援を継続します。（再掲） 

  ・精神保健福祉法による通報等が増加していることから、通報や措置入院に至

る経過等を調査し、病状悪化の防止等について必要な対策を検討します。

（再掲） 

  ・「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念のもと、精神障害者の 

地域移行・地域定着を推進します。 

  ・長期入院者の退院を支援するため、病院と市町村・障害福祉サービス事業所

等の関係者の連携強化を図ります。 

  ・公営住宅におけるグループホーム等の開設を推進します。 

     (5)(5)(5)(5)急性憎悪急性憎悪急性憎悪急性憎悪、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（急性疾患急性疾患急性疾患急性疾患））））へのへのへのへの対応対応対応対応    

  ・奈良医大精神医療センター及び病院群輪番制による、24時間 365日、適切な 

精神科救急医療の提供を継続します。（再掲） 

  ・平成 28 年度に開設予定の新県立奈良病院において、精神疾患に併せて重篤

な身体合併症を有した患者の受け入れ体制を構築します。 

 

    (6)(6)(6)(6)専門医療専門医療専門医療専門医療、、、、身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症（（（（専門的専門的専門的専門的なななな疾患疾患疾患疾患））））へのへのへのへの対応対応対応対応    
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  ・アルコールやその他の薬物等の依存症に関するセミナーを継続します。 

  ・保健所によるアルコール依存症の治療相談の充実を行います。 

   ・精神保健福祉センターによる認知行動療法等の研修を実施します。 

  ・平成 28 年度に開設予定の新県立奈良病院において、精神疾患に併せて重篤

な身体合併症を有した患者の受け入れ体制を構築します。（再掲） 

 

  ４４４４．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標 

  ○指標[004] 精神保健福祉センターにおける相談等の活動（人口 10 万対） 

  精神保健福祉センターにおける相談、普及啓発等の開催回数を増加させます。 

  ・奈良県 0.14（全国 0.96、全国 41位）→ 平成 29 年度末までに全国平均を目

標とします。（平成 22 年度衛生行政報告例） 

 

 ○指標[005]保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談等の延人員（人口 10

万対） 

  保健所及び市町村における精神保健福祉相談、訪問指導の延人員を増加させ、

ます。 

  ・奈良県 118.7（全国 250.6、全国 47位）→ 平成 29 年度末までに全国平均を

目標とします。（平成 21 年度地域保健・健康増進事業報告） 

 

 ○指標[021]１年未満の平均退院率 

  １年未満入院者の平均退院率を引き上げます。 

  ・奈良県 70.8％（全国 71.2％、全国 25位）→ 平成 29 年度末までに 75.8％に

引き上げます。 

  〈第３期障害福祉計画の目標：１年未満入院者の平均退院率を 7％相当分引き

上げます〉（平成 21 年度精神保健福祉資料） 

 

 ○指標[023]３ヶ月以内再入院率（人口 10 万対） 

  ・奈良県 2.1（全国 4.2、全国 45位）→ 現状維持。 

（平成 21 年度精神保健福祉資料） 

 

 ○指標[024] 退院患者平均在院日数 

  傷病分類「精神及び行動の障害」の退院患者の平均在院日数を短縮します。 

  ・病院：奈良県 328.0（全国 305.3、全国 17 位）→ 平成 29 年度末までに全

国平均を目標とします。（平成 20 年患者調査） 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    認知症認知症認知症認知症 

 



精神疾患 

 

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

 今後、急速に高齢者人口が増加するなかで、加齢による認知症発症のリスクが高 

まり、患者数も増加していくことが予見されます。平成 20 年に厚生労働省が実施

した患者調査によると、全国で認知症の入院患者は 7.5 万人であり、そのうち精神

病床に入院している患者は約 5.2 万人です。精神病床に入院している患者について

は、長期間入院し続けるという事態を招いています。 

さらに、県内の認知症患者数は平成 11 年には 0.1 万人だったが、平成 20 年には

0.5 万人と増加し、9 年間で 5 倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《《《《課題課題課題課題》》》》認知症は、早期診断・早期対応が重要であり、入院を長期化しないように  

地域での日常生活を支える医療・介護サービスの構築、家族への支援が必 

要です。また、若年性認知症についても支援施策の強化が求められていま 

す。 

 

２２２２．．．．目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向 

 

 

３３３３．．．．医療機関医療機関医療機関医療機関とそのとそのとそのとその連携連携連携連携 

国が平成 24 年 3 月に示した「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」を踏まえ

て、精神科医療機関と地域保健医療等の関係機関との連携を促進し、目指すべき方

向の図に基づいた体制の整備を目指します。 

急性憎悪期ケア日常在宅ケア 日常在宅ケア気づき～診察まで自宅家族 本人 気づき認知症の疑い 確定診断
認知症初期集中支援チームかかりつけ医 認知症疾患医療センター 本人自宅家族 日常診察 急性憎悪期住宅サービス地域密着型サービス認知症行動・心理症状悪化時などの急性憎悪期診療（精神医療機関等）短期治療

老健施設・特養等短期入所等施設を利用したサービス 日常診察自宅家族 本人

0.1

0.3 0.3

0.5
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H11 H14 H17 H20

【奈良県】 認知症（血管性及び詳細不詳の認知症・アルツハイマー病）患者数の状況（患者調査） 人数（単位：万人）
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(1) [(1) [(1) [(1) [気気気気づきづきづきづき～～～～診察診察診察診察までまでまでまで] ] ] ] 早期診断早期診断早期診断早期診断・・・・早期対応早期対応早期対応早期対応するためのするためのするためのするための機能機能機能機能    

        認知症の早期から専門医療機関で正確な診断が受けることができるよう、以下

の体制を整備します。 

  ⅰ) 精神科医療機関と県の担当課との連携で設置する、認知症疾患医療センタ 

ー（基幹型・地域型・身近型）による支援体制 

  ⅱ) 地域包括支援センターと身近型認知症疾患医療センターとの連携で設置す

る、認知症初期集中支援チームによる支援体制 

  ⅲ) かかりつけ医の認知症に関する対応力向上研修への参加体制 

 

(2) [(2) [(2) [(2) [急性憎悪期急性憎悪期急性憎悪期急性憎悪期ケアケアケアケア] ] ] ] 適切適切適切適切なななな医療医療医療医療サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供、、、、退院退院退院退院にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを提供提供提供提供するするするする    

機能機能機能機能    

BPSD（認知症による行動・心理症状）や身体疾患の合併により入院が必要と

なる場合には速やかに症状の軽減を目指し、療養環境に配慮した適切な医療を

提供するため、下記の体制を整備します。 

    ⅰ) 患者の状況に応じた質の高い認知症医療の提供体制 

    ⅱ) 認知症の薬物治療に関するガイドラインの策定、BPSD など精神科病院

に入院が必要な状態像の明確化による、短期治療・退院への支援体制 

        

(3) [(3) [(3) [(3) [日常在宅日常在宅日常在宅日常在宅ケアケアケアケア] ] ] ] 在宅在宅在宅在宅をををを維持維持維持維持しししし、、、、外来医療外来医療外来医療外来医療やややや訪問診療等訪問診療等訪問診療等訪問診療等をををを提供提供提供提供できるできるできるできる機能機能機能機能    

        入院を前提と考えるのではなく、地域で生活を支える精神科医療とし、アウト

リーチや外来機能の充実を図り、本人だけではなく家族や介護者も支援できるよ

う、以下の体制を整備します。 

    ⅰ) 医療機関と介護施設等の連携による、デイ・ケア等の介護支援体制 

    ⅱ) アウトリーチチームによる訪問支援体制 

    ⅲ) 一般病院の認知症対応力の向上と人材育成体制 

    ⅳ) 一般病院の認知症における身体合併症の治療・処置等の受け入れ体制 

 

(4) [(4) [(4) [(4) [地域生活地域生活地域生活地域生活のののの維持維持維持維持] ] ] ] 地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活をををを支支支支えるえるえるえる介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの構築構築構築構築    

        症状の面からみて退院可能と判断される患者の円滑な地域移行を目指し、地域

における包括的なシステムづくりをするため、以下の体制を整備します。 

    ⅰ) グループホーム、小規模多機能型居宅介護等による認知症介護サービ 

ス体制 

    ⅱ) 介護保険施設等の認知症対応力の向上と人材育成体制 

 

 

４４４４．．．．具体的具体的具体的具体的なななな取組策取組策取組策取組策 

 

(1) (1) (1) (1) 標準的標準的標準的標準的なななな認知症認知症認知症認知症クリティカルパスクリティカルパスクリティカルパスクリティカルパスのののの作成作成作成作成・・・・普及普及普及普及 

    認知症の人や家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、どのような医療 

や介護サービスを受ければよいかを理解できるよう、標準的な認知症クリティカル 

パスを作成し普及を図ります。 

 



精神疾患 

 

(2) (2) (2) (2) 認知症認知症認知症認知症にににに関関関関してしてしてして早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期治療早期治療早期治療早期治療とととと必要必要必要必要なななな医療医療医療医療をををを提供提供提供提供するためのするためのするためのするための体制強化体制強化体制強化体制強化    

・認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センターの設置を推進し、早期発 

見・早期治療につながる診療件数を増加させるとともに、地域における認知症医

療の水準の向上を図ります。 

 ・かかりつけ医を対象とした認知症に関する対応力向上研修を実施します。 

 

(3) (3) (3) (3) 短期治療短期治療短期治療短期治療・・・・退院退院退院退院にににに向向向向けたけたけたけた基準整備基準整備基準整備基準整備    

 ・認知症の薬物治療に関するガイドラインの策定、BPSD など精神科病院に入院に 

必要な状態像を明確化にする取り組みを進めます。 

 

(4) (4) (4) (4) 在宅在宅在宅在宅のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援とととと体制強化体制強化体制強化体制強化    

 ・認知症疾患医療センターへの連携推進員の配置や、地域包括支援センターへの

認知症初期集中支援チーム設置の検討により医療と介護の連携を強化し、デイ・

ケア等における介護支援の充実を行います。 

 ・アウトリーチチームによる訪問支援を継続します。 

 ・一般病院を対象とした認知症に関する対応力向上研修を実施します。 

 

(5) (5) (5) (5) 地域生活地域生活地域生活地域生活をををを支支支支えるえるえるえる介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの構築構築構築構築    

 ・公営住宅におけるグループホーム等の開設を推進します。 

 ・介護保険施設等を対象とした認知症に関する対応力向上研修を継続します。 

 

 

４４４４．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標 

  ○指標[045] 重度認知症患者デイ・ケアの利用者数（人口 10 万対） 

   重度認知症患者デイ・ケアの利用者数を増加させます。 

    ・延人数：奈良県 16.1（全国 76.0、全国第 35位）→ 平成 29 年度末までに 

32.2 にします。 

    ・実人数：奈良県 1.3（全国 5.7、全国第 34位）→ 平成 29 年度末までに 2.6

にします。（平成 21 年度精神保健福祉資料） 

 

 ○指標[047]退院患者平均在院日数（認知症）  

     認知症の退院患者の平均在院日数を減少させます。 

  ・奈良県 379.5日（全国 342.7日、全国 15位）→ 平成 29 年度末までに全国 

平均を目標とします。（平成 20 年患者調査） 

      

 ○指標[048]医療施設を受療した認知症患者のうち外来患者の割合 

   ・奈良県 33.3%（全国 31.0%、全国第 18位）→ 現状維持。 

   （平成 20 年患者調査） 

 

 ○指標[049] 認知症新規入院患者２ヶ月以内退院率 

     ・奈良県 54.5%（全国 27.6%、全国第 6位）→ 現状維持。 
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                     （平成 21 年度精神保健福祉資料） 

 

 ○指標[050] 認知症疾患医療センター数（人口 10 万対） 

   認知症疾患医療センター数を増加させます。 

    ・奈良県 0.1（全国 0.1、全国第 24位） 

  →平成 29 年度末までに基幹型を 2 施設、地域型を各医療圏域毎に 1 施設、 

設置します。(平成 24 年事業報告) 

 

 ○指標[---] 認知症疾患医療センターにおける診断件数 

   認知症疾患医療センターにおける診断件数を増加させます。 

   ・奈良県 381 件 → 診断件数増加。 

   （平成 21 年認知症医療センター業務報告） 

 

ⅢⅢⅢⅢ    自殺対策自殺対策自殺対策自殺対策 

 

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

国内の自殺者数は、平成 10 年以降 3 万人を超える状況が続いています。平成 18

年 10 月に自殺対策基本法が施行され、国を挙げて自殺対策を総合的に推進するこ

とにより、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図っ

ています。 

奈良県は、平成 23 年の自殺死亡率が全国最低の 17.4 であり、過去の状況をみて

も 40位以下の低水準で推移する自殺死亡率の低位県である。平成 24 年度には「奈

良県自殺対策基本指針」を策定し、「地域別・世代別の傾向等を明らかにし、自殺

者をひとりでも減少させる手立てとして必要な対策を講ずること」を目標としてい

ます 

《《《《課題課題課題課題》》》》本県は自殺死亡率の低位県であるが、引き続き自殺対策事業を実施して

自殺者をひとりでも減少させる対策を講ずることが必要です。 

 

 

２２２２．．．．目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向 

 

(1) (1) (1) (1) 自殺自殺自殺自殺のののの予防予防予防予防 

地域において心身の健康の保持増進に取り組み、自殺や精神疾患について正しい 

知識を普及啓発することを目指します。    

 

(2) (2) (2) (2) 自殺自殺自殺自殺のののの危険危険危険危険にににに対対対対するするするする早期介入早期介入早期介入早期介入    

適切な精神科医療を受けられる体制や、医療機関の連携の促進を目指します。 

 

(3) (3) (3) (3) 自殺未遂者自殺未遂者自殺未遂者自殺未遂者やややや既遂者遺族既遂者遺族既遂者遺族既遂者遺族へのへのへのへの対応対応対応対応 

未遂者が適切な精神科医療を受けることができること、遺族等への相談や支援の 
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充実を目指します。 

 

３３３３．．．．医療機関医療機関医療機関医療機関とそのとそのとそのとその連携連携連携連携 

 

○ 自殺者をひとりでも減少させるための機能 

自殺の予防、早期介入及び自殺未遂者や既遂者遺族への対応できるよう、以下の 

体制を整備します。    

  ⅰ) 精神科医療機関との連携による、調査や普及啓発等の協力体制 

  ⅱ) 医療機関と精神保健福祉センター等との連携による、相談業務の支援体制 

  ⅲ) 精神科医療機関とかかりつけ医との連携による、適切な精神科医療を受け

られる体制 

ⅳ) 医療機関における精神科及び救急科等の連携による、医師、精神保健福祉

士、臨床心理士で実施する自殺未遂者と家族への支援体制 

  ⅴ) 自死遺族支援団体との連携による、自死遺族への支援体制 

 

 

４４４４．．．．具体的具体的具体的具体的なななな取組策取組策取組策取組策 

 

（（（（１１１１）））） 調査研究調査研究調査研究調査研究 

自殺予防の施策に活かせるよう、調査、情報集約、情報提供等を進めます。 

 

（（（（２２２２））））相談機関相談機関相談機関相談機関へのへのへのへの支援支援支援支援とととと人材人材人材人材のののの育成育成育成育成 

相談支援団体等への運営支援やゲートキーパーの養成と普及を行います。市町 

村、医療機関、教育機関等との連携をはかるため、自殺予防情報センターの設置を

目指します。 

 

（（（（３３３３））））こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 

精神保健福祉センター、保健所等における精神保健福祉相談等の充実を行いま

す。 

 

（（（（４４４４））））適切適切適切適切なななな精神科医療精神科医療精神科医療精神科医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり 

精神科医療機関を含めた地域の医療・保健・福祉のネットワーク構築を促進しま 

す。また、GPネットワークの構築により精神科以外の診療科との連携を進めます。 

 

（（（（５５５５））））ハイリスクハイリスクハイリスクハイリスク者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援 

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐために、救命救急センター等へ自殺未遂者の 

治療とケアに関するガイドラインの普及を行います。 

 

（（（（６６６６））））自死遺族者自死遺族者自死遺族者自死遺族者へのへのへのへの支援支援支援支援 

 自死遺族支援団体との連携により、自死遺族への心のケアに関する支援を行いま

す。 
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５５５５．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標  ○奈良県自殺対策基本指針に定めているとおり、地域別・世代別の傾向等を明ら

かにし、必要な対策を講じて、自殺者をひとりでも減少させることを目指しま

す。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    児童精神児童精神児童精神児童精神 

 

１１１１．．．．現現現現状状状状とととと課題課題課題課題  発達障害者支援法（平成 17 年 4 月 1 日施行）における「発達障害」とは、「自

閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現

するものとして政令で定めるもの」とされてます。 

 文部科学省の調査によると、通常の学級に通う小中学生の 6.5%に発達障害の可能 

性があり、一部は必要な支援を受けていないとされ、今後、教育機関と医療の連携 

により、教員や家族に対して発達障害への理解を深める必要があります。 

   

《《《《課課課課題題題題》》》》発達障害については、市町村における乳幼児健診や相談、保育・教育か 

ら就労へとライフステージを通した支援が必要であり、それには適切な診 

断・検査・治療等の児童精神医療のバックアップ体制が必須です。また、 

児童だけでなく、発達障害を持つ大人への就労支援等の対応も視野に入れ 

なくてはなりません。    

《《《《課題課題課題課題》》》》発達障害以外にも、思春期を中心に不登校、家庭内暴力等の適応障害や、 

不安、抑うつ、無気力等の神経症的症状、過換気、拒食、嘔吐等の心身症 

的症状をもつ青少年が増加しており、医療機関との連携による思春期精神 

保健の実施が必要となっています。    

 

 

２２２２．．．．目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向   児童精神医療（発達障害、思春期を含む）について、適切な診断・検査・治療

を行える体制の整備を目指します。 

 

 

３３３３．．．．医療機関医療機関医療機関医療機関とそのとそのとそのとその連携連携連携連携         医療機関と教育機関、県と市町村の保健・福祉機関の連携により、子どもの心

の診療や、家族への支援体制を整備します。 
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４４４４．．．．具体的具体的具体的具体的なななな取組策取組策取組策取組策 

 

○「子どもの心の診療拠点病院」の設置 

県における児童精神医療等の課題を整理し、子どもの心の診療や、関係機関との 

ネットワークの中核となる「子どもの心の診療拠点病院」の設置について検討しま

す。 

 

５５５５．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標 

  ○指標[039] 児童思春期精神科入院医療管理加算届出医療機関数（人口 100 万対） 

   児童思春期精神科入院医療管理加算届出医療施設を設置させます。 

  ・奈良県 0.0（全国 0.2、全国第 19位） 

 → 平成 29 年度末までに児童思春期精神科入院医療管理加算届出医療施設を、北

和及び中南和に各 1 施設、設置します。(平成 24 年診療報酬施設基準) 

 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ    災害対策災害対策災害対策災害対策（（（（こころのこころのこころのこころのケアケアケアケア）））） 

 

１１１１．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

阪神・淡路大震災後、トラウマ・PTSD に関するニーズが高まっています。 

平成 23 年 3 月に生じた東日本大震災では、被災地に医師 13 名、看護師 14 名、精

神保健福祉士 4名、県職員（精神保健福祉士等）13名からなる 13 班を派遣し、平

成 24 年 8 月から 9 月にかけて生じた紀伊半島大水害においては、被災地に医師 4

名、県職員（精神保健福祉士等）8名からなる 5 班を派遣して、被災者に対する「こ

ころのケア活動」を実施し、延べ 120 名の精神科診察や延べ 20 名の個別相談、延

べ 30 回の訪問、その他に心理教育、処方薬を届ける等の活動を行いました。 

 

《《《《課題課題課題課題》》》》今後も起こりうる災害等の緊急時において、こころのケアに関する対応が

円滑に行えるよう、相談体制の強化及び災害・事故等発生時の緊急支援体

制の強化が必要です。 

 

 

２２２２．．．．目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向 

災害等の緊急時においてこころのケアに関する対応が円滑に行えるよう、通常

時からチームを整備し、マニュアル作成や研修による体制の強化を目指します。 

 

 



精神疾患 

 

３３３３．．．．医療機関医療機関医療機関医療機関とそのとそのとそのとその連携連携連携連携 

   災害等の緊急時において、こころのケアに関する対応を円滑に行うため、下

記体制を整備します。 

ⅰ) 精神医療機関と精神保健センター等の連携による、PTSD、トラウマに関する 

  精神保健上の相談に対する支援体制 

ⅱ) 精神科医療機関、行政機関等の連携による災害・事故等発生時への緊急支援 

  体制 

 

４４４４．．．．具体的具体的具体的具体的なななな取組策取組策取組策取組策 

 

(1)(1)(1)(1)緊急支援緊急支援緊急支援緊急支援チームチームチームチームのののの整備整備整備整備    

精神保健福祉センターに緊急支援チームを整備して、相談体制の強化及び災害・  

事故等発生時への緊急支援体制の強化を図ります。緊急支援チームには精神科医、

行政機関等からなる運営委員会を設置し、こころのケアに係るマニュアルの作成、

配布等を行います。 

 

(2)(2)(2)(2)緊急支援緊急支援緊急支援緊急支援チームチームチームチームのののの強化強化強化強化    

  緊急支援チーム構成員に対して、専門的対応技術及び相談支援技術の研修会を開 

催し、各技術の習得、維持・向上を図ります。 

 

(3(3(3(3))))相談支援相談支援相談支援相談支援のののの強化強化強化強化    

精神保健福祉センターで実施している通常時の相談支援のうち、PTSD、トラウマ 

に関する精神保健上の相談について、臨床心理士と連携して相談支援の強化を図り

ます。 

 

 

５５５５．．．．数値目標数値目標数値目標数値目標 

 

○緊急支援チーム研修受講者数 

 緊急支援チーム研修受講者数を増加させます。 

・緊急支援チーム研修受講者 → 平成 29 年度末までに 100名の受講を確保します。 

 

 

 


